
(04)　介護保険保険者別第１号被保険者の状況
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※　介護保険事業状況報告（年報）より記載

◯介護保険料（第１号被保健者・基準月額）（円）
　 　 　

　
　

6.1%
※基準月額は、条例に規定されている基準年額保険料（第４段階の保険料）を１２で除し、 １円未満の
　端数を切り上げて記載している。
　このため、各市町村が公表している月額保険料と異なる場合がある。
※管内平均は、各市町村の被保険者数に月額保険料額を乗じて足し上げたものを管内市町村の
　被保険者数で割りかえしたものである。（加重平均）
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4,912 -3.7%

増毛町 2,709 2,800 2,800 3,350 4,025 5,300 6,291 18.7%
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伸び率
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小 平 町 889

1,240

238 19.2 174

増 毛 町 1,430

1,936

438 22.6 312

119

              介護保険の第１号保険者とは、市町村の住民のうち65歳以上の人です。

　　　　　第１号保険者は、各市町村ごとの所得段階別の定額保険料を年金天引き等により納めます。そして、要介護者や要援護者
　　　　　　になったとき、認定を経て介護保険の給付がうけられます。

(平成30年3月末現在)
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